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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性ベルトを有する接触型トースターの製造方法であって、
　（ａ）１）シリコーンゴム、ウレタンゴムおよびフルオロポリマーの少なくとも１つを
織物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加え、
　２）前記織物補強材の第１面にリブを形成し、前記リブは、シリコーンゴム、ウレタン
ゴムおよびフルオロポリマーの少なくとも１つからなる、
　ことによって可撓性ベルトを形成するステップと、
　（ｂ）第１面のリブが、前記可撓性ベルトによって運ばれる焼かれるべき物に横方向の
力を伝えるように構成されるように、前記可撓性ベルトを接触型トースターに取り付ける
ステップを含み、前記可撓性ベルトは、前記接触型トースターの加熱域を通る、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　シリコーンゴムを前記補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　シリコーンゴムは、約１０，０００センチポアズ乃至１００，０００センチポアズ（１
０～１００Ｐａ・ｓ）の粘度を有する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記可撓性ベルトを接触型コースターに取付けるステップは、金属ベルト、チェーンベ
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ルト、およびリンクベルトの少なくとも１つの周りに、巻きベルトとして前記可撓性ベル
トを取付けるステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記リブをベルトの第１面に形成するステップは、前記補強材がワイパーを通過すると
き、過剰の被覆物をぬぐい取ることによって、多数のリブを製造するように構成された少
なくとも１つの溝付きワイパーでリブを形成するステップを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つを織物補強
材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップは、２つの面を有する織物状
ガラス繊維補強材を液体シリコーンゴムに浸漬してウェブを形成するステップおよび２つ
の面を有する織物状ガラス繊維補強材を液体シリコーンゴムで被覆してウェブを形成する
ステップの少なくとも１つを含み、
　前記リブをベルトの第１面に形成するステップは、前記ウェブが前記ワイパーを通過す
るとき、多数のリブを作るように構成された少なくとも１つの溝付きワイパーでリブを形
成するステップを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つの溝付きワイパーを用いてリブを形成した後、シリコーンゴムを硬化さ
せるステップを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマーを織物補強材の第１面および
第２面の少なくとも１つに加えるステップは、前記織物補強材を液体シリコーンゴム浴に
通すステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記可撓性ベルトを形成するステップは、
３）前記織物補強材からウェブを形成し、前記ウェブを形成するステップは、
　（１）シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つを前
記織物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップを含む、ステップ
と、
４）前記ウェブを前記ウェブの長手方向寸法に垂直に切断するステップと、を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　（３）前記ウェブを形成するステップは、
　（４）前記ウェブを、前記ウェブの長手方向寸法に切断するステップの前に、（２）前
記リブを前記補強材の第１面に形成するステップを含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記リブを形成するステップは、複数の波形リブを前記補強材の第１面に形成するステ
ップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記波形リブは、往復動の溝付きワイパーバーを用いて形成される、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記リブを形成するステップは、複数の平行波形リブを前記補強材の第１面に形成する
ステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　リブを前記補強材の第１面に形成するステップは、アプリケータ、ダイス、およびマニ
ホルドの少なくとも１つで、前記リブを前記補強材の第１面に加えるステップを含む、請
求項１に記載の方法。
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【請求項１５】
　前記リブを補強材の第１面に加えるステップは、材料のビードを加えて前記リブを形成
するステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ビードは、約１／３２インチ乃至約１／２インチ（約０．７９４ｍｍ乃至約１２．
７ｍｍ）の直径を有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ビードは、約１／３２インチ乃至約１／８インチ（約０．７９４ｍｍ乃至約３．１
８ｍｍ）の直径を有する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記リブを前記補強材の第１面に加えるステップは、液体シリコーンゴムを前記補強材
の第１面に加えて前記リブを形成するステップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つを前記織物
補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップは、シリコーンゴム、ウ
レタンゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つを前記補強材の第１面に加えるス
テップからなる、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　物品を接触型トースターの加熱域を移動させるための可撓性ベルトを製造する方法であ
って、
　（ａ）２つの面を有する織物状ガラス繊維補強材の前記２つの面の第１面を液体シリコ
ーンゴムで被覆してウェブを形成するステップと、
　（ｂ）前記ウェブが前記ワイパーを通過するとき、多数のリブを第１面に作るように構
成された少なくとも１つの溝付きワイパーで、過剰の液体シリコーンゴムを取り除き且つ
形成するステップと、
　（ｃ）前記ウェブをオーブンに通して、前記液体シリコーンゴムを硬化させ、あるいは
加硫するステップと、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　前記リブが、前記可撓性ベルトによって運ばれる焼かれるべき物に、横方向の力を伝え
るように構成されるように、前記ウェブから形成された可撓性ベルトを前記接触型トース
ターに取付けるステップを更に含み、前記可撓性ベルトは、前記接触型トースターの加熱
域を通る、
　請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記液体シリコーンゴムは、約１０，０００センチポアズ乃至１００，０００センチポ
アズ（１０～１００Ｐａ・ｓ）の粘度を有する、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記織物状ガラス繊維補強材の２つの面の第１面を被覆するステップは、前記織物状ガ
ラス繊維補強材を液体シリコーンゴム浴に通すステップを含む、請求項２０に記載の方法
。
【請求項２４】
　前記ウェブを前記ウェブの長手方向寸法に垂直に切断するステップを更に含む、請求項
２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ウェブを切断するステップは、前記リブを前記ウェブに形成した後に行う、請求項
２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ワイパーバーは、複数の波形リブを前記補強材の第１面に形成するように構成され
る、請求項２０に記載の方法。
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【請求項２７】
　前記波形リブは、往復動の溝付きワイパーを用いて形成される、請求項２６に記載の方
法。
【請求項２８】
　可撓性ベルトを有する接触型トースターを形成する方法であって、
　ａ）１）シリコーンゴムを織物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加え、
前記シリコーンゴムは約１０，０００センチポアズ乃至１，０００，０００センチポアズ
（１０～１０００Ｐａ・ｓ）の粘度を有する、ステップと、
　２）シリコーンゴムリブを前記織物補強材の第１面に形成するステップと、
　によって可撓性ベルトを形成するステップと、
　ｂ）１）前記第１面のリブが、前記可撓性ベルトによって運ばれる焼かれるべき物に横
方向の力を伝えるように構成され、
　２）前記可撓性ベルトは、前記接触型トースターの加熱域を通り、
　３）前記可撓性ベルトは、金属ベルト、チェーンベルト、およびリンクベルトの少なく
とも１つの周りを巻くように、
　前記可撓性ベルトを前記接触型トースターに取付けるステップと、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２９】
　前記可撓性ベルトを形成する方法は、
　３）前記織物補強材からウェブを形成し、前記ウェブを形成するステップは、シリコー
ンゴムを前記織物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップを含む
、ステップと、
　４）前記リブを前記ウェブに形成した後に、前記ウェブを、前記ウェブの長手方向寸法
に垂直に切断するステップと、を更に含む、
　請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　シリコーンゴムを織物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップ
は、シリコーンゴムを前記織物補強材の第１面に加えるステップからなる、請求項２８に
記載の方法。
【請求項３１】
　可撓性ベルトを有する接触型トースターを形成する方法であって、
　前記可撓性ベルトの第１面のリブが、前記可撓性ベルトによって運ばれる焼かれるべき
物に、横方向の力を伝えるように構成されるように、前記可撓性ベルトを前記接触型トー
スターに取付けるステップと、
　前記可撓性ベルトは、前記接触型トースターの加熱域を通り、
　前記可撓性ベルトは、
　シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つを織物補強
材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップと、リブを前記織物補強材の
第１面に形成し、前記リブは、シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマー
の少なくとも１つからなる、ステップと、
　によって形成される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項３２】
　前記可撓性ベルトを接触型トースターに取付けるステップは、前記可撓性ベルトを金属
ベルト、チェーンベルト、およびリンクベルトの少なくとも１つの周りに巻くステップを
含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　接触型トースター用可撓性ベルトを形成する方法であって、
　ａ）シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つを織物
補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップと、
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　ｂ）リブを前記織物補強材の第１面に形成し、前記リブは、シリコーンゴム、ウレタン
ゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つからなるステップと、を含み、
　前記可撓性ベルトは、前記第１面のリブが、前記可撓性ベルトによって運ばれる焼かれ
るべき物に、横方向の力を伝えるように構成されるように、前記接触型トースターに取付
けられるように構成され、
　前記可撓性ベルトは、前記接触型トースターの加熱域を通る、
　ことを特徴とする方法。
【請求項３４】
　リブを前記ベルトの第１面に形成するステップは、前記補強材が前記ワイパーを通過す
るとき、過剰な被覆物をぬぐい取ることによって、複数のリブを作るように構成された少
なくとも１つの溝付きワイパーで、前記リブを形成するステップを含む、請求項３３に記
載の方法。
【請求項３５】
　シリコーンゴム、ウレタンゴム、およびフルオロポリマーの少なくとも１つを、前記織
物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つに加えるステップは、前記織物補強材を
液体シリコーンゴム浴に通すステップを含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　リブを前記補強材の第１面に形成するステップは、前記リブを、アプリケータ、ダイス
、あるいはマニホールドの少なくとも１つで、前記補強材の第１面に加えるステップを含
む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記リブを前記補強材の第１面に加えるステップは、材料のビードを加えて前記リブを
形成するステップを含み、前記ビードは、約１／３２インチ乃至約１／２インチ（約０．
７９４ｍｍ乃至約１２．７ｍｍ）の直径を有する、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記リブを前記補強材の第１面に加えるステップは、液体シリコーンゴムを前記補強材
の第１面に加えて前記リブを形成するステップを含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３９】
　可撓性ベルトを有する接触型トースターを形成する方法であって、
　（ａ）１）織物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つを被覆するステップと、
　２）リブを前記織物補強材の第１面に形成するステップと、
　によって可撓性ベルトを形成するステップと、
　（ｂ）前記第１面のリブが、前記可撓性ベルトによって運ばれる焼かれるべき物に、横
方向の力を伝えるように構成されるように、前記可撓性ベルトを前記接触型トースターに
取付けるステップと、を含み、前記可撓性ベルトは、前記接触型トースターの加熱域を通
る、
　ことを特徴とする方法。
【請求項４０】
　リブを前記ベルトの第１面に形成するステップは、前記補強材が前記ワイパーを通過す
るとき、過剰な被覆物をぬぐい取ることによって、複数のリブを作るように構成された少
なくとも１つの溝付きワイパーで、前記リブを形成するステップを含む、請求項３９に記
載の方法。
【請求項４１】
　リブを前記補強材の第１面に形成するステップは、前記リブを、アプリケータ、ダイス
、あるいはマニホールドの少なくとも１つで、前記補強材の第１面に加えるステップを含
み、
　前記リブを前記補強材の第１面に加えるステップは、材料のビードを加えて前記リブを
形成するステップを含み、前記ビードは、約１／３２インチ乃至約１／２インチ（約０．
７９４ｍｍ乃至約１２．７ｍｍ）の直径を有する、
　請求項３９に記載の方法。
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【請求項４２】
　前記織物補強材の第１面および第２面の少なくとも１つを被覆するステップは、前記織
物補強材の第１面を被覆するステップからなる、請求項３９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の説明］
　本願は、35U.S.C.§119(e)の規定に基づき、１９９９年７月８日に出願された米国仮特
許出願第６０／１４２，７５８号の権益を主張した出願である。
【０００２】
　本発明は、滑らかなフェースをもつ可撓性の織物補強シリコン又はフルオロポリマー複
合材の新規且つ有用な改良に関する。本発明は又、これら改良された複合材を経済的に製
造する方法に関する。本発明の可撓性複合材は、種々の用途、例えばコンベヤベルトの製
造に有用である。特に、本発明に従って製造されたコンベヤベルトは、高温食品調理プロ
セス、例えばクイックサービスのパン焼きに役立つ。
【背景技術】
【０００３】
　シリコーンゴム被覆ガラス繊維織物、即ち一種のシリコーンゴム可撓性複合材、及びポ
リテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）被覆及び（又は）積層ガラス繊維織物、即ち一種
のフルオロポリマー複合材は、種々の用途のコンベヤベルトに常用されている。これら用
途では一般に、３００°Ｆ（１４９℃）を越える動作環境中でも可撓性があって熱的に安
定な複合材が必要になる。複合材は又、ねばねばしていて粘稠な又は接着性のある材料を
離れやすくする低エネルギ表面を備えなければならない。場合によっては、複合材の表面
は、高摩擦係数又はコンベヤベルトがこれで支持され、これに押しつけられ、或いはこれ
で搬送されている物品に横方向の力を伝えることができる他の表面特性又は改質特性を備
えることが必要である。
【０００４】
　コンベヤベルトの構成に用いられるゴムは一般に、比較的高い摩擦係数の材料であると
考えられる。しかしながら、シリコーンゴム被覆織物で作られた典型的なコンベヤベルト
の表面とコンベヤベルトに接触する物体の表面との間に作用する摩擦係数は、物体を表面
上で滑らないようにするには不十分な場合がある。滑りは例えば、コンベヤベルトが物体
を傾斜路に沿って運び上げたり降ろしたりするのに用いられるとき、又はコンベヤベルト
がコンベヤベルトと別の表面との間で僅かに圧縮された状態の物体をその表面に沿って押
すために横方向の力を発揮するのに用いられるときに生じる場合がある。用途によっては
、例えば料理の際、コンベヤベルトの表面上に付着している汚れ、グリース、油又は他の
汚染要因物が摩擦係数を一段と減少させて滑りの発生を促進する。
【０００５】
　コンベヤベルト上の物体が滑らないようにするために隆起部、リブ、出張り又は他の突
起がコンベヤベルトの表面中に又は表面上に形成され、或いはこれに取り付けられる場合
がある。表面に取り付けられた突起をひとまとめに「フライト」という場合があり、この
ような改良が施されたコンベヤベルトは「フライト付きベルト」と呼ばれる。フライトは
、接着剤又は機械的締結具でベルトに取り付けられる、別々に成形され押し出され又は他
の方式で形成された構成要素から成り、或いは、かかる構成要素を複合材の表面中に成形
するのがよい。後者の作業では、高価で融通性のない成形型又は押型及び機器を使用する
必要がある。
【０００６】
　フライト付きコンベヤベルトは、従来、種々の最終用途で用いられている。しかしなが
ら、従来技術では食品料理用途に用いられるフライト付きコンベヤベルトは知られておら
ず、かかる食品料理用途では、コンベヤベルトは物体を２５０°Ｆ～５２５°Ｆ（１２１
℃～２７４℃）の範囲にある非常に高い温度の加熱域中を連続的に搬送するのに用いられ
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ることになる。これら高い温度では、現在用いられているコンベヤベルトは、料理中の物
体に印（傷又は跡）を付けたり、過度に圧縮する傾向があり、料理後の物体に望ましくな
い外観を与える。
【０００７】
　例えば、接触型トースター装置、例えば１９８５年７月２３日にダイ・オー・ミラー氏
に付与された米国特許第４，５３０，２７６号に記載された接触型トースター装置では、
金属連結型コンベヤベルトは、食品、例えばロールパンを加熱された状態の熱盤に沿って
これに押しつけた状態で搬送してロールパンを焼く。
　ロールパンには加熱状態のベルトにより印が付けられる場合があり、或いはロールパン
が熱盤に過度に押しつけられ、その結果、望ましくない外観を呈することになる。料理中
、物体に印を付けたり、これを過度に圧縮しないで、物体を効率的に加熱域中を移動させ
るコンベヤベルトを得ることが望ましい。当該技術分野で利用できる滑らかなシリコン製
のフライトの付いていないベルトは、印を付けないようにすることはできるが、特にベル
トがグリース及び屑片で汚れると、食品を一貫して且つ高信頼度で加熱状態の熱盤に沿っ
て移動させるのに十分な横方向の力を及ぼさない。その結果、食品は、規定の時間で加熱
域を通過せず、その結果、料理後の製品が不均一になる。本発明は、これらの欠点を解決
するために発明された。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的は、一体フライト付き改良型可撓性複合材を提供することにある。本発明
のもう一つの目的は、本発明のフライト付きコンベヤベルトを製造する方法を提供するこ
とにある。本発明の更にもう一つの目的は、移動する食品のための接触型トースターのコ
ンベヤベルトとして用いられる可撓性複合材を提供することにある。本発明の可撓性複合
材は、接触型トースターのコンベヤベルト用カバー又は被覆材としても使用でき、この場
合、コンベヤベルト用カバーはチェーンベルトで駆動されてコンベヤベルト用カバーのフ
ライト付きフェースに設けられたリブがチェーンベルトに接触し、チェーンベルト中の水
平方向ワイヤ要素に係合してコンベヤベルト用カバーとチェーンベルトとの間の滑りを減
少させるようにする。
【０００９】
　本発明の別の目的は、竪形ロールパン焼き機械のコンベヤベルトとして用いられる可撓
性複合材を提供することにあり、この場合、コンベヤベルトは、ロールパン半部のカット
又は切れ目の入っていない外面に接触し、横方向の力をロールパンに及ぼして、ロールパ
ンの外面に印や傷を付けないで、ロールパンの切れ目の入っている表面が静止したパン焼
き面に沿って摺動するようにする。
【００１０】
　本発明の更に別の目的は、液体の流れを伴う食品調理機器又は他の装置のコンベヤベル
トとして用いられる可撓性複合材を提供することにあり、かかる装置では、コンベヤベル
トは、コンベヤベルトのフェースに盛り上げられた状態で設けられていて、取り扱われる
食品又は他の物品に接触する多数のリブを有し、かかる場合、隆起した状態のリブは液体
の流れを制御し、又はこれを物品とコンベヤベルトとの間に差し向ける。
【００１１】
　本発明の別の目的は、種々の装置、例えば半導体加工機器のコンベヤベルトとして用い
られる可撓性複合材を提供し、この場合、コンベヤベルトは、コンベヤベルト上の物品の
間隔又は位置を最高３次元方式で制御し又は定める多数の隆起したリブを有する。
【００１２】
　本発明の別の目的は、種々の自動機械装置、例えば自動機械式コンベヤ機械のコンベヤ
ベルトとして用いられる可撓性複合材を提供し、この場合、コンベヤベルトは、コンベヤ
ベルトのフェースに盛り上げられた状態で設けられた多数のリブを有し、かかるリブは、
物品を組み立て作業中に移動させるのに用いられるコンベヤベルト上の物品を成形し、切



(8) JP 4814293 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

断し、形作り、収容し、又は保持する。
【００１３】
　本発明の別の目的は、建築術的、或いは他の装飾的又は芸術的用途で表面模様形成ベル
トとして用いられる可撓性複合材を提供することにあり、この場合、コンベヤベルトは、
コンベヤベルトのフェースに盛り上げられた状態で設けられた多数のリブを有し、かかる
リブは、成形法、オフセット印刷法又は転写法により建築術的又は装飾的表面模様をかか
る用途に用いられる種々の材料に直接又は間接的に与える。
【００１４】
　本発明の別の目的は、材料製造方法の製造用ベルトとして用いられる可撓性複合材を提
供することにあり、この場合、製造用ベルトは、ベルトのフェースに盛り上げられた状態
で設けられた多数のリブを有し、かかるリブは、赤外線、マイクロ波、或いは無線周波数
放射線の吸収剤又は受容体、又は導電性充填剤を有し、それによりリブを加熱し又はリブ
に通電してこれらが多種多様な用途、例えばブリスターパッケージに用いられる適当な材
料にブランド名を入れたり、マーク付けをしたり、かかる材料を型押ししたり、積層した
り、或いは刻印したり又は表面模様付けするのに使用できる。
【００１５】
　本発明のコンベヤベルトは、高温用途に適しており、種々の複合材で構成でき、かかる
複合材としては、織物（又は布）補強シリコーンゴム、ウレタンゴム、又はフルオロポリ
マーが挙げられ、フルオロポリマーは、フルオロプラスチック（例えば、ＰＴＦＥ）、フ
ルオロエラストマー又はこれらの配合物を含む。かかる可撓性複合材の製造方法は、フラ
イトの形状、高さ及び他の特性を得る上で融通性をもたらす。有利には、料理用途では、
本発明のコンベヤベルト及び本発明の方法を用いて複合材で作られたコンベヤベルトは、
料理中の物体に均一の時間及び温度を与える手段となる。加うるに、かかるコンベヤベル
トは、高温域中を搬送されている物体に甚だしくは印を付けず又は圧縮せず、容易且つ迅
速にクリーニングでき、比較的安価に製造できる。
【００１６】
　本発明は、多くの用途に有用な改良型可撓性複合材に関する。特に、可撓性複合材は、
フライト付きコンベヤベルトの製造に有用である。本発明の可撓性複合材で作られたコン
ベヤベルトは、安定であり、例えば食品のような材料を高温加熱装置を通して搬送するの
に適している。
【００１７】
　一実施形態では、可撓性複合材は、２つのフェースを備えた補強材を有し、少なくとも
一方のフェースは、そのフェースに盛り上がった状態で設けられた多数のリブを備えた被
膜を有する。リブは、規則的パターン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ラン
ダムなパターン、周期的なパターン、又はこれらのパターンの組合せで配置されるのがよ
い。リブは、複合材の被膜と同一の材料で構成されるのがよい。リブは、複合材のフェー
スの滑らかな表面上に形成され又は取り付けられる。複合材のフェース及びリブは、種々
の材料で作られ、かかる材料としては、シリコーンゴム、ウレタンゴム又はフルオロプラ
スチック（例えば、ＰＴＦＥ）及びフルオロエラストマー又はその配合物を含むフルオロ
ポリマーが挙げられる。補強材は、種々のタイプの繊維、織物又はフィルムから選択され
るのがよく、かかる材料としては、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、アラミド、好
ましくは、グラスファイバー、ポリエチレン、ポリオレフィン、ポリイミド又はこれらの
フィルムが挙げられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　これらの目的及び他の目的は、図面の簡単な説明及び以下の説明から明らかになろう。
【００１９】
　本発明は、多くの用途に役立つフライト付き可撓性複合材料を提供する。特に本発明は
、少なくとも１つのフェース上に被膜を備えた補強材を有する可撓性複合材料を提供し、
多数のリブが、規則的なパターン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ランダム
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なパターン、周期的なパターンをなして被覆されたフェースの上に盛り上げられた状態で
設けられている。本発明のフライト付き可撓性複合材は、コンベヤベルトを製造するのに
特に有用である。本発明のフライト付きコンベヤベルトは、約３００°Ｆ～５２５°Ｆ（
約１４９℃～２７４℃）の範囲で短い期間、例えば３０秒未満のサイクルで行われる高温
食品加工と関連して食品業界で用いることができ、この場合、性能はそれほど変わること
はない。例えば、本発明の一実施形態では、コンベヤベルトは、短時間であれば最高４５
０°Ｆ（約２３２℃）の温度に耐えることができるフライト付き織物強化シリコーンゴム
複合材で作られている。別の実施形態では、フライト付きコンベヤベルトは、短時間であ
れば最高５２５°Ｆ（２７４℃）の温度に耐えることができるＰＴＦＥ複合材で作られて
いる。フライト付きコンベヤベルトは又、ウレタンゴムの健全性を損なわない温度を取り
扱う用途ではウレタンゴムで作ることができる。
【００２０】
　本発明の可撓性複合材は、少なくとも１つのフェース上に被膜を備えた補強材及び補強
材の被覆フェースの上に盛り上げられた状態で設けられた多数のリブを有する。多数のリ
ブは好ましくは、複合材の直線１フィート（０．３ｍ）当たり２個以上のリブを有し、こ
れらリブは、複合材の１フィート（０．３ｍ）当たり、実用的及び作用的観点から見て所
与の用途に見合うほど多くのリブから成るのがよい。しかしながら、直線１フィート（０
．３ｍ）当たりのリブの数は、これらの向き及び形態（直線１フィート（０．３ｍ）当た
りのリブの密度及びリブの形状及び高さ）と同様に特定用途向きである。可撓性複合材の
補強材の被覆フェース上に盛り上げられた状態で設けられた多数のリブは、規則的なパタ
ーン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ランダムなパターン又は周期的なパタ
ーンで差し向けられるのがよい。規則的なパターンとしては、特定用途に用いられる通常
又は標準のパターンが挙げられるが、これには限定されない。繰り返しパターンとしては
、リブの形状、寸法、形式または目的が同一であるにせよ異なるにせよいずれにしても、
リブの繰り返す任意のパターンが挙げられるが、これには限定されない。繰り返しパター
ンとしては、ベルトの周りに一続きのものとして繰り返される寸法及び形状が異なるリブ
の集まりが挙げられる。自然にできるパターンとしては、リブが生産工程の通常の経路か
ら得られる任意のパターンが挙げられるが、これには限定されない。ランダムなパターン
としては、本明細書に記載するような規則的なパターン、繰り返しパターン、自然にでき
るパターン又は周期的なパターンではないパターンが上げられる。周期的なパターンとし
ては、リブの円形又は螺旋形の形態を含むパターン又は再び戻ってきて再び始まる任意の
パターンが挙げられるが、これには限定されない。
【００２１】
　本発明の一実施形態によれば、表面に多数の長手方向に隆起した互いに平行なリブを支
持する補強シリコーンゴム複合材の連続ウェブが、浸漬被覆、計量及び（又は）をぬぐい
取り、アップリケ法及び熱硬化方法によって作られる。リブは互いに平行であって全体と
してウェブの長手方向と平行である。リブは真っ直ぐであってもよく、又は規則的なパタ
ーン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ランダムなパターン又は周期的なパタ
ーン、例えば「Ｓ形」曲線、正弦波、ジグザグをつないだパターンをなしたものであって
もよい。リブは連続であっても不連続であってもよく、即ち、破線又は点線に似たもので
あってよい。リブは又、ウェブの片方のフェース又は両方のフェース上に位置してもよく
、その一方のフェース上のリブによって形成されるパターンは、他方のフェースのパター
ンと同一であっても、これとは異なっていてもよい。
【００２２】
　本発明に用いられる補強材は、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、アラミド、ポリ
エチレン、ポリオレフィン、ポリイミド、又は可撓性複合材の最終用途及びこれが用いら
れる動作温度に適した他の繊維又はフィルムであるのがよい。
【００２３】
　本発明の一方法では、フライト付き可撓性複合材は連続法で製造され、かかる方法では
、補強材をロールから巻きだし、プラチナの触媒作用を利用していてアダクトキュアー（



(10) JP 4814293 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

addition cure）であり、しかも無溶剤の制御された量の液体シリコーンゴム（liquid si
licone rubber:ＬＳＲ）配合物で含浸すると共に（或いは）被覆する。ＬＳＲ配合物の粘
度は、例えば１０，０００～１，０００，０００センチポアズ（１０～１０００Ｐａ・ｓ
）、好ましくは、１０，０００～１００，０００センチポアズ（１０～１００Ｐａ・ｓ）
である。本発明に用いられるＬＳＲ配合物は代表的には、市販の２つの成分系、例えば、
特定の割合、代表的には１：１又は１０：１の割合で混合されたＡ成分とＢ成分で構成さ
れる。各成分は代表的には、ビニルを末端基とするポリジメチルシロキサンポリマーを含
み、補強充填剤及び（又は）増量充填剤としてヒュームドシリカを含むのがよい。代表的
には、一方の成分、例えばＡ成分は、触媒を含み、他方の成分、例えばＢ成分は、架橋剤
及びＬＳＲ配合物が硬化して固体ゴムの状態になることができるようにするために加熱に
よって除去される抑制剤を有する。ＬＳＲ配合物は、顔料及び（又は）他の添加物を更に
有するのがよい。
【００２４】
　本発明の方法の被覆工程では、２つのフェースを有する補強材を代表的には遊びローラ
の周りに引っ張ってＬＳＲ配合物の浴中に浸漬させる。かくして、補強材を含浸させると
共に（或いは）被覆してウェブを形成する。含浸及び被覆状態の補強材を次にワイパー中
に引き入れる。被覆工程で用いられるワイパーは、ワイパーブレード、ワイパーバー又は
計量ロッドであるのがよく、浴中でピックアップされた余分の配合物を除去して所望量が
ウェブ上に残るように構成されると共に（或いは）調整される。
【００２５】
　一連の真っ直ぐで互いに平行な長手方向リブが望まれる場合、補強材のフェース上のＬ
ＳＲ配合物を計量するのに用いられるワイパーに一連の溝又は切欠きを設けるのがよく、
これらは所望のリブの数、間隔及び寸法に一致している。このように形成されたリブの最
終的な横断面形状は、幾つかの要因、即ちワイパーの溝の形状及び寸法、ＬＳＲ配合物の
レオロジー及びウェブの速度又は補強材の引上げ速度又はウェブの生産速度によって制御
されることになる。
　一連の互いに平行な波形又はジグザグ形のリブをフェース上に設けることが望ましい場
合、所望のリブの数、間隔及び寸法に位置した一連の溝又は切欠きを備えた第２の往復動
ワイパーを用いると、ウェブがワイパーを通過する際にＬＳＲ配合物の付着を再分配して
所望のリブパターンを生じさせることができる。往復動のやり方によっては、得られる周
期的パターンのタイプが定まることになる。
　例えば、一定の速度で回転する通常のクランクによって駆動されるワイパーは、正弦波
形を生じさせ、例えばダッシュポットに作用する空気圧シリンダーによって一定の直線速
度で前後に駆動されるワイパーは、ジグザグ形のパターン等を生じさせる。完成品中の繰
り返しパターンの頻度は、往復動作の頻度とウェブ速度との関係によって制御できる。繰
り返しパターンの振幅は、往復動機構のストロークによって制御できる。
【００２６】
　このように被覆されたウェブは、ウェブをオーブン又は他の加熱装置に通し、被膜の温
度を抑制剤を追い払い又は分解するのに十分な温度まで上昇させ、それによりＬＳＲ配合
物が硬化して固体ゴムになることができるようにすることにより完成する。
【００２７】
　本発明の別の実施形態では、本発明のフライト付き可撓性複合材は２つの作業から成る
方法で製造することもできる。この２つの作業から成る方法は、上述の方法と類似してい
るが、異なる点は、シリコーンゴムの滑らかな被膜が第１の作業でウェブの一方のフェー
スを又は両方のフェースで補強材に被着され、第２の作業で互いに平行なリブのパターン
が、ウェブの一方のフェース又は両方のフェースの被膜に被着される。２つの作業から成
る方法では、第２の作業でリブを形成するために用いられるＬＳＲ配合物は、第１の作業
でウェブのフェースを被覆するのに用いられるＬＳＲ配合物と同一であってもよく、これ
とは異なっていてもよい。ただし、２つの配合物が互いに相性がよく、リブが適当にフェ
ース上の被膜に付着することを条件とする。リブは、被膜よりも軟質又は硬質のゴムで構
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成できる。リブは又、これらの横断面形状を一層よく制御できるように被膜のＬＳＲ配合
物よりも粘度の高いＬＳＲ配合物で作られるのがよい。ウェブは、そのフェース上の被膜
とは異なる顔料で着色されたものであるのがよい。リブは、他の多くの点において、意図
した用途又は必要な原料の加工特性に基づく要望に応じて被膜とは異なるものであってよ
い。
【００２８】
　本発明の別の実施形態では、ウェブは又、上述したように浸漬及びぬぐい取りを行うの
ではなく、アプリケータによってＬＳＲ配合物で含浸及び（又は）被覆したものであって
もよい。また、一作業から成る方法と２つの作業から成る方法の両方において、リブを形
成するＬＳＲ配合物を、所望のリブの数、間隔、寸法及び形状に位置した一連の開口部又
はノズルを備えたアプリケータ、ダイス又はマニホルドによって被着させることによりリ
ブを形成することができる。
【００２９】
　一連の真っ直ぐで互いに平行なリブの形成が望ましい場合、アプリケータ、ダイス又は
マニホルドは、ウェブがアプリケータ、ダイス又はマニホルドを通過しているとき静止状
態であり、それにより所望のパターンが得られる。互いに平行な波形又はジグザグ形のリ
ブをフェース上に設けることが必要であれば、アプリケータ、ダイス又はマニホルド全体
をＬＳＲ配合物を被着しているときに移動中のウェブのフェースを横切って前後に移動さ
せる。リブを形成するＬＳＲ配合物をこのように被膜を被着させる作業と同一の作業で被
着させるのがよく、この場合、両方の被着物を同時に硬化させても又は別々の作業で硬化
させてもよい。幾分手の込んだ手法が必要であるが、ＬＳＲ配合物を被着させてリブを形
成するためのアプリケータ、ダイス又はマニホルドを使用すると利点が得られる。アプリ
ケータ、ダイス又はマニホルドへのＬＳＲ配合物の供給を調整することにより、破線又は
点線に似た不連続のリブ又は厚さ又は重さが周期的に変化するリブを製造できる。一作業
から成る方法では、リブを形成するのに用いられるＬＳＲ配合物は被膜とは異なる顔料で
着色できる。このアプリケータを利用する方法に用いられるＬＳＲ配合物は、浸漬又はぬ
ぐい取り法に用いることができるＬＳＲ配合物よりも高い粘度を有することができ、それ
によりリブの形状を主としてアプリケータ、ダイス又はマニホルドの開口部の形状により
制御できる。
【００３０】
　本発明の別の実施形態によれば、表面に一連の長手方向の互いに平行な隆起したリブを
備えた補強フルオロポリマー複合材の連続ウェブが、浸漬被覆法、計量法及び（又は）ぬ
ぐい取り法、アップリケ法及び熱硬化方法により作られる。リブは、互いに平行であり、
全体としてウェブの長手方向寸法と平行である。リブは、真っ直ぐであってもよく、又は
規則的なパターン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ランダムなパターン又は
周期的なパターン、例えば「Ｓ形」曲線、正弦波、ジグザグをつないだパターンをなした
ものであってもよい。リブは連続であっても不連続であってもよく、即ち、破線又は点線
に似たものであってよい。リブは又、ウェブの片方のフェース又は両方のフェース上に位
置してもよく、その一方のフェース上のリブによって形成されるパターンは、他方のフェ
ースパターンと同一であっても、これとは異なっていてもよい。
【００３１】
　この実施形態では、フライト付き可撓性複合材は連続法で作られ、かかる方法では、補
強材をロールから引き出し、補強材を所望のフルオロポリマーを含む水性分散系又はラテ
ックス中に浸漬することにより未溶融フルオロポリマーで被覆する。ぬぐい取り又は計量
により余分の分散液を除去し、乾燥させて水を除去する。最後に、例えばエフェンバーガ
ー氏等に付与された米国特許第５，１４１，８００号に記載されている当業者には周知の
ＰＴＦＥ被覆及び（又は）積層補強複合材の製造技術を用いてウェブを加熱し、それによ
り界面活性剤の大部分を除去する。代表的には、フルオロポリマー被覆作業を数回繰り返
し行う。その目的は、所望量のフルオロポリマーを塗布することにある。好ましい実施形
態では、被覆状態のウェブの少なくとも外面に塗布されたフルオロポリマーは、米国特許
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第５，１４１，８００号に記載されているような熱により活性化する感圧接着剤として作
用できる未溶融のＰＴＦＥから成る。
【００３２】
　今や未溶融のフルオロポリマーで被覆された補強材から成るウェブを次にローラ相互間
のニップに通し、ローラのうち少なくとも一方は、ゴム又は他の可撓性材料で被覆されて
いる。未溶融の押し出されたＰＴＦＥのビードを一又は複数の流れをなしてニップに供給
する。これと同様に、シリカビードを一又は複数の流れをなしてニップに供給するのがよ
い。ビードの流れの数は、所望のリブの数に一致する。使用されるビードの直径は、約１
／３２インチ～約１／２インチ（約０．７９４ｍｍ～約１２．７ｍｍ）、好ましくは約１
／３２インチ～約１／８インチ（約０．７９４ｍｍ～約３．１８ｍｍ）である。供給され
るビードの流れの位置は、一ユニット（「案内ユニット」）の状態でひとまとめに判断さ
れる多数のガイドにより制御される。ビードの流れは、所望のリブのパターンに一致して
連続であっても不連続であってもよい。
【００３３】
　一連の真っ直ぐで互いに平行な長手方向リブが望まれる場合、案内ユニットには所望の
リブの数及び間隔と一致した一連の個々のガイドが組み込まれることになろう。ニップに
より及ぼされる圧力を受けると、ウェブの表面上の未溶融のＰＴＦＥビードとフルオロポ
リマーは、米国特許第５，１４１，８００号に記載されているように互いにくっつきあい
、それによりＰＴＦＥビードをその表面に接合する。なお、かかる米国特許の内容を本明
細書の一部を形成するものとしてここに引用する。シリカビードを用いる場合でも、ウェ
ブの表面上のシリカビードとフルオロポリマーは、ニップにより及ぼされる圧力を受けて
互いにくっつきあう。このようにして形成されるリブの最終横断面形状は、幾つかの要因
、即ち使用されるビードの断面形状及び寸法、ビードの密度、ビードが案内ユニットに供
給されるときにビードに加わる張力、一又は複数のニップローラに施される可撓性被覆材
の特性、この法補に用いられるウェブ速度によって制御されることになる。
　一連の互いに平行な波形又はジグザグ形のリブを得ることが望ましい場合、ウェブが案
内ユニットを通過する際に案内ユニットを前後に動かすと所望の周期的パターンを作るこ
とができる。往復動のやり方によっては、得られる周期的パターンのタイプが定まること
になる。例えば、一定の速度で回転する通常のクランクによって駆動される案内ユニット
は、正弦波形を生じさせ、例えばダッシュポットに作用する空気圧シリンダーによって一
定の直線速度で前後に駆動される案内ユニットは、ジグザグ形のパターン等を生じさせる
。完成品中の繰り返しパターンの頻度は、往復動作の頻度とウェブ速度との関係によって
制御できる。繰り返しパターンの振幅は、往復動機構のストロークによって制御できる。
【００３４】
　このように塗布されたリブを備えるウェブをオーブン又は他の加熱装置に通し、被膜及
びリブの温度をフルオロポリマーを溶融させるのに十分な温度まで上昇させる。
【００３５】
　本発明によれば、ウェブは完成すると、このウェブの長手方向寸法に垂直に切れ目を入
れて元々のベルトを所要のベルトの幅に一致した長さに裁断することにより、製造された
状態の元々のウェブの幅よりも短い長さのコンベヤベルトにすることができる。ベルトを
このようにして製造すると、製造されたウェブの長手方向寸法に平行なリブのパターンの
長手方向は、コンベヤベルトの長手方向（ベルトの「流れ方向」と呼ばれることがある）
寸法に対して横方向又は垂直方向になる。この場合も、リブは、真っ直ぐであって互いに
平行であり、或る周期的パターンを呈するか、或いは本明細書に記載している他の幾つか
のパターンを呈する。当然のことながら、任意の実用長さのものであって、製造された状
態のウェブの幅までの幅のベルトも又、ウェブを所望のウェブの長さ及び幅に裁断するこ
とによって製造できる。両方の場合、ベルトは，必要に応じて締めひも、フラップ、縁補
強材、案内ハードウエア等を取り付けることにより完成される。
【００３６】
　本発明の一体フライト付きベルトは、食品、例えばパン製品がトースター又はグリルを
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用いて連続的にパン焼きする作業中に加熱された料理面、例えば焼き盤又はグリルに沿っ
て摺動する。例えば、接触型トースターでは、食品を料理面に沿って摺動させるための横
方向力は、いわゆるチェーンベルト又はリンクベルトコンベヤ（例えば、米国特許第４，
５３０，２７６号を参照されたい）によって得ることができる。これらチェーンベルトは
、水平方向のワイヤを有している。
　水平方向ワイヤの長手方向寸法は、ベルトが移動している方向と垂直であり、水平方向
のワイヤは、料理面と平行な平面内で移動する。ベルト経路と料理面との間の距離は、食
品を僅かに圧縮するよう調整され、水平方向ワイヤが食品を料理面に沿って移動させる横
方向力を発揮できる。比較的小径のワイヤにより及ぼされる局所的な圧力は、食品に恒久
的な印を付けたままにするのに十分である場合が多く、これは場合によっては望ましくな
い。チェーンベルトは本質的にオープン構成のものであり、従って、熱を食品中に保持す
ることはできず、食品が温かい状態で提供されるような場合、この熱の損失も又、望まし
くない。
【００３７】
　これらの欠点及び他の欠点は、本発明のフライト付き複合材をコンベヤベルト用カバー
又は金属リンク型コンベヤベルトを覆う外側ベルトとして用いることにより解決される。
本発明の可撓性複合材のフライト及び表面特性により、コンベヤベルト用カバーは、食品
を料理面に沿って移動させるのに十分な横方向力を及ぼすことができる。食品に加えられ
る通常の力は、食品に印を付けず、或いはこれを損傷させないほど小さく且つ十分に分散
状態にある。ベルトが連続していることとその熱的特性との相乗作用により熱が食品に均
一に与えられ、これらを提供温度まで温める。
【００３８】
　単にカバーとしてではなく主コンベヤとして単独で使用され、或いはチェーンベルト、
リンク型のベルト又は他のベルトと連携して用いられる本発明のベルトが適当に設計され
た食品加工機器において上記機能をそのまま十分発揮することも明らかである。
【００３９】
　さらに、本発明の一体フライト付きベルトにより、液体の流れが生じる場合のある連続
料理又はグリル焼き作業中に加熱された料理面に沿って、或いはこの上又は下を摺動する
食品、例えば肉製品を料理する際に液体の流れの制御が可能になる。例えば、連続グリル
焼き又はブロイラー焼き機械では、本発明の一体フライト付きベルトは、液体をリブによ
り得られる空間内でベルトと食品との間で食品の下に差し向けるのに役立つ。このように
、液体、例えば肉製品又はマリネードからの肉汁又は油の流れを制御して食品から流し去
り又は排出することができる。
【００４０】
　本発明の一体フライトの隆起したリブは又、本発明のベルト上の物品（食品を含む）の
間隔及び位置を調節するようになっている。本発明のベルト上の物品の垂直方向における
間隔は、リブの高さにより調節でき、ベルトの２つの水平方向寸法（一つは、ベルトの長
さに沿った寸法であり、もう一つは、ベルトの幅に沿った寸法である）の位置は、リブを
巧妙に配置することにより調節できる。例えば、料理の際、ベルト上の食品をベルトのフ
ェースの上に且つこれと直に接触させず、隆起したリブとだけ接触した状態に保つことが
望ましい場合がある。このように、料理加減、排出物又は液体の流れの量、及びマーク付
けの加減（もしあれば）をリブの高さで調節できる。さらに、リブが犠牲的に利用される
摩耗ストリップとして耐久性のある充填剤を含む状態で滑り台上のベルトの間隔を維持す
ることが望ましい場合があり、従って加熱用又は冷却用流体をベルトの下に導入できるよ
うになる。２つの水平方向において、ベルト上の一点を通る物品の数又は量を割り出し又
は探り出すことが望ましい場合があり、或いは通過する幾つかの又は全ての物品を計数で
きることが望ましい場合がある。溝付き又は案内パターンのリブを含む本発明のフライト
付きベルトを用いることにより、物品を、次に或る割出し又は探出し手段により割り出し
又は探り出すことができるベルト上の或る決まった位置に差し向けることができる。
【００４１】
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　本発明の液体の流れの間隔、位置及び制御の有益な特性は、食品調理を含まない用途に
も利用できるようになっている。例えば、コンピュータ又は電子機器の製造にあたり、種
々の素子、例えば回路基板の製造における加工段階で物品、例えば半導体又はその部品を
垂直方向に間隔を置いて配置し、又は水平方向に位置決めすることが望ましい場合がある
。
【００４２】
　本発明の可撓性複合材の更に別の用途は、コンベヤベルトとしての使用であり、この場
合、隆起したリブは、コンベヤベルト上の物品を成形し、切断し、形作り、収容し、又は
保持するようパターン付けされる。食品調理用途では、かかるベルトは円形パターンのリ
ブを有するのがよく、例えば生パン又は練り粉を平べったいトウモロコシパン（tortilla
）又はフラットブレッド（flatbread）等に向いた所望の形状及び大きさに成形して切断
し、或いは、液体又は半液体状の食品、例えばファーストフード又はデザート用の卵混合
物又はゼラチンを成形して収容し又は保持するのに使用できる。非食品調理用途では、フ
ライト付きベルトは、ばら材料、例えば粉体又は小さな部品を収容するよう設計されたパ
ターンのリブを有するのがよい。
【００４３】
　本発明の可撓性複合材は更に、建築術的、或いは他の装飾的又は芸術的用途で表面模様
形成ベルトとして使用でき、この場合、コンベヤベルトは、コンベヤベルトのフェースに
盛り上げられた状態で設けられた多数のリブを有し、かかるリブは、成形法、オフセット
印刷法又は転写法により建築術的又は装飾的表面模様を、建築術的又は装飾的分野で用い
られる種々の材料に直接又は間接的に与える。
【００４４】
　本発明の可撓性複合材は更に、材料製造方法の製造用ベルトとして使用でき、この場合
、製造用ベルトは、ベルトのフェースに盛り上げられた状態で設けられた多数のリブを有
し、かかるリブは、赤外線、マイクロ波、或いは無線周波数放射線の吸収剤又は受容体、
又は導電性充填剤を有し、それによりリブを加熱し又はリブに通電してこれらが多種多様
な用途、例えばブリスターパッケージに用いられる適当な材料にブランド名を入れたり、
マーク付けをしたり、かかる材料を型押ししたり、積層したり、或いは刻印したり又は表
面模様付けするのに使用できる。
【００４５】
　図１～図４は、本発明の幾つかの特徴を示している。
【００４６】
　図１は、一体フライトを備えたシリコーンゴム被覆ウェブを製造する際に用いられる計
量ぬぐい取り装置の端面図を示している。ガラス織物のウェブ１が、液体シリコーンゴム
（ＬＳＲ）のリザーバ２を通って引き出される。今や余分の未硬化ＬＳＲ３で被覆された
ウェブが、リザーバから出て、滑らかな鋼製ワイパーバー４と円周方向に溝の付いたワイ
パーバー５との間で引き出され、円周方向溝の寸法、数及び間隔は、図面で見て右側の製
品のフェース上に設けられるのが望ましいまっすぐで互いに平行なリブの寸法、数及び間
隔に一致している。ワイパーバーは上端部が、隙間ゲージ用鋼材で作られたスペーサ（図
示せず）にしっかりと圧着され、ワイパー相互間に所望の隙間を維持する。今や図面で見
て右側のフェース６上に真っ直ぐで互いに平行なＬＳＲのリブを担持するとともに図面で
見て左側のフェース７上に計量された一様なＬＳＲの被膜を担持したウェブが、切欠きの
付いた二次ワイパーブレード８を越えて引き出され、このワイパーブレード８は、図面で
見て左側の製品のフェースに接触し、図面に垂直な軸線においてこのフェースを横切って
紙面に垂直に振動し、この表面上のＬＳＲの層を再分配し、互いに平行な波形リブ９の繰
り返しパターンを形成する。ワイパーブレードの切欠きの寸法、数及び間隔は、互いに平
行な波形リブの所望の寸法、数及び間隔に一致している。振動のやり方により、作られる
波形部分の基本的性質が定まる。繰り返しパターンの頻度は、繰り返し動作の頻度とリブ
の速度との関係によって制御されることになる。繰り返しパターンの振幅が、往復動機構
のストロークによって制御されることになる。今や未硬化のＬＳＲで被覆され、所望に応



(15) JP 4814293 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

じて計量されてパターン付けされたウェブは、硬化されるべき上方のタワーオーブン（図
示せず）に入る。
【００４７】
　図２は、波形パターンが作られるのが望ましい製品のフェースに接触する切欠き付きワ
イパーブレード９を示している。切欠き１０は、波形ウェブの所望の寸法及び間隔と一致
して寸法決めされると共に間隔を置いている。ウェブ１１が、矢印１２の方向にワイパー
を通過するとともに切欠き付きワイパーがウェブの方向に垂直に前後して移動すると、波
形ウェブ１３のパターンが作られる。円周方向に溝の付いた計量バーによって形成された
ウェブのフェース（図面には示されていない）に設けられた真っ直ぐで互いに平行なリブ
が、点線１４で示されている。
【００４８】
　図３は、本発明の一体フライト付きのシリコーンゴムベルトを用いることにより性能が
高められるタイプの食品加工機器の断面図である。この機器では、各種食品、例えばパン
製品が、連続パン焼き又は調理作業で加熱された調理面１５に沿って摺動する。食品を調
理面に沿って摺動させる横方向の力は、回転スプロケット１８によって駆動されるチェー
ンベルト１７を覆う本発明のシリコーンゴムベルト１６によって得られる。チェーンベル
トは、長いほうの寸法が移動中のベルトの方向に垂直な水平方向のワイヤ１９を有し、か
かるワイヤは、シリコーンゴムベルトの内側側部上の互いに平行でまっすぐなリブ２０に
係合して滑りを防止する。ベルト経路と料理面との間の距離は、食品を僅かに圧縮するよ
う調節される。シリコーンゴムの波形リブと表面特性により、ベルトは食品を矢印２１に
よって指示される方向に調理面に沿って移動させるのに十分な横方向の力を及ぼし、しか
も、加えられる圧縮力は、食品に印がついたり傷がつかないように十分な小さく且つ十分
に分散状態にある。ベルトが連続していることとその熱的特性との相乗作用により熱が食
品中に保持され、食品が給仕又は提供温度まで温められる。
【００４９】
　図４は、実験例５に記載されているように製造されたウェブから裁断又は切断された調
理用ベルトブランクを示している。ベルトの長い方の寸法２２は、被覆されたウェブの長
い方の方向又は流れ方向２３に垂直である。ベルトのフェースに設けられたクリート２４
は、ベルトの見えないほうのフェースに設けられた正反対に位置する本質的に同一のクリ
ートである。クリートの頂部は、滑らかな背景面２５よりも約０．０２０インチ～０．０
５０インチ（約０．５０８ｍｍ～１．２７ｍｍ）上のところに位置している。
【００５０】
　以下の実験例は、例示であって本発明を限定するものではない。当業者であれば、本発
明の精神及び範囲から逸脱することなく本明細書に記載した方法及びフライト付き可撓性
複合材の種々の設計変更例を想到できよう。
【００５１】
　実験例１
　サイズ剤の大部分がカラメル化（２１０表面処理剤）によって除去された幅３８インチ
（０．９７ｍ）、６オンス／平方ヤード（ｏｓｙ）（０．２ｋｇ／ｍ2）のガラス繊維織
物（工業形式番号７６２８）のロールを、それぞれが５０重量部のWacker Silicones Ela
stosil（登録商標）ＬＲ６２８９Ａ及びＬＲ６２８９Ｂと、約３５％酸化鉄及び約６５％
のビニルを末端基とするシリコーンポリマーから成る約１２重量部の赤色酸化鉄マスター
バッチ（親練り）とで構成されるＬＳＲ配合物の浴中を毎分約４～６フィート（約１．２
～１．８ｍ）の速度で引き出すことにより被覆する。ＬＳＲ配合物の全ての成分は、製造
業者により、食品接触用途向きのゴム製品についてU.F.R.§177, 2600の要件を満足する
ことが証明された。配合物の粘度は、約５０，０００センチポアズ（約５０Ｐａ・ｓ）で
ある。
【００５２】
　含浸及び被覆状態のウェブが浴から出ると、過剰の配合物を、ウェブを互いに約０．０
１５インチ（約０．３８１ｍｍ）間隔を置いて配置された２つの円筒形ワイパーバー相互
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間で引き出すことにより除去する。一方のバーは滑らかであり、他方のバーは、幅が０．
１２５インチ（３．１７５ｍｍ）、深さが０．１２５インチ（３．１７５ｍｍ）、中心間
距離が１インチ（２５．４ｍｍ）の一定間隔を置いていて円周方向に向けられた溝を有し
ている。ウェブをこれらバー相互間で引き出して過剰の材料を除去すると、滑らかなバー
によって滑らかな表面が片方のフェース上に作られ、溝付きのバーにより、滑らかな表面
が互いに平行な長手方向のリブで壊された状態が反対側のフェース上に生じる。次に、ウ
ェブを、約３５０°Ｆ（約１７７℃）の空気が供給されるタワーオーブンに通してＬＳＲ
配合物を、抑制剤を除去してこれを硬化させることができるのに十分加熱する。完成した
材料の重さは、約１６ｏｓｙ（約０．５４ｋｇ／ｍ2）である。滑らかな領域の厚さは、
約０．０１２インチ（約０．３０４８ｍｍ）である。フェース上のリブは、横断面がレン
ズ形であり、これらは、滑らかな表面上に約０．０２５インチ（約０．６３５ｍｍ）の高
さで立っており、基部のところの幅は約０．２インチ（約５．０８ｍｍ）である。
【００５３】
　実験例２
　６ｏｓｙ（０．２０ｋｇ／ｍ2）のガラス繊維織物のロールを実験例１に記載したよう
に被覆する。含浸及び被覆状態のウェブが浴から出た後、過剰の配合物を、ウェブを２つ
の円筒形ワイパーバー、即ち１つは滑らかであり１つは一定間隔で差し向けられた溝を備
えたワイパーバー相互間に引き出すことによりもう一度除去する。再び、ウェブをこれら
バー相互間で引き出すと、滑らかなバーによって滑らかな表面が作られ、溝付きのバーに
より、滑らかな表面が長手方向のリブで破壊された状態になる。
【００５４】
　しかしながら、この実験例では、滑らかなフェース上の濡れた状態のＬＳＲ配合物は、
以下に説明するように硬化オーブンに入る前に二次的ぬぐい取り作用を受ける。ぬぐい取
りエッジ（又は真っ直ぐなぬぐい取りエッジ）に設けられていて（又は真っ直ぐな）、幅
が約０．０６２５インチ（約１．５９ｍｍ）、深さが０．０６２５インチ（１．５９ｍｍ
）、中心間距離が約１．５インチ（３８．１ｍｍ）の切欠きを備えたワイパーブレードを
、滑らかなワイパーバーとオーブン入口との間の領域でウェブに軽く接触するよう位置決
めする。このブレードの取付けは、ブレードがウェブの長手方向寸法に垂直な平面内でウ
ェブの面を横切って前後に自由に摺動することができるように構成される。被覆状態のウ
ェブをブレードを越えて引き出しているときにブレードをブレードに連結された単純なク
ランク機構によって前後に駆動する。表面上のＬＳＲ配合物の滑らかな層は、かくして再
分配され、一連の互いに平行な正弦波形状のリブを形成する。
【００５５】
　次にウェブをタワーオーブンを通して引き出して硬化させる。完成した材料の重さは、
約１６ｏｓｙ（約０．５４ｋｇ／ｍ2）である。滑らかな領域の厚さは、約０．０１０イ
ンチ（約０．２５４ｍｍ）である。フェース上のリブは、実験例１に記載したリブと類似
している。反対側のフェースは、全体としてウェブの長手方向に延びる一連の互いに平行
な正弦波形のリブを担持している。ウェブの速度及び二次ワイパーを駆動するのに用いら
れるクランク機構の毎分の回転数とストロークの結果として、正弦波パターンの周期は、
約４．５インチ（約１１４．３ｍｍ）であり、ピークツーピーク振幅は、１．５インチ（
３８．１ｍｍ）である。
【００５６】
　実験例３
　ワイヤベルト上に用いられ、食品、例えばロールパンに接触し、これらを大容量レスト
ラン用トースター内の加熱された熱盤の表面に沿って摺動させるのに用いられるコンベヤ
ベルト用カバーは、以下に説明するように実験例２で得られる材料から構成される。完成
された材料の長手方向寸法に垂直に切れ目を入れて、所望のベルトの幅に一致した長さの
材料をウェブから切断する。完成品としてのベルトの幅が約１１インチ（約２７．９４ｃ
ｍ）、長さが約３３インチ（８３．８２ｃｍ）である場合、幅３８インチ（９６．５２ｃ
ｍ）のウェブから切断される長さは、１１インチ（２７．９４ｃｍ）である。被覆直後の
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ウェブの長手方向の互いに平行で真っ直ぐなリブは今や、構成されるべきベルトの長手方
向寸法に垂直である。同様に、正弦波形状のリブもまた、ベルトの長手方向に全体として
垂直な線に沿って延びている。次に、部分品を３３インチ（８３．８２ｃｍ）に切断し、
適当な補強材、デース及びフラップを幅の狭い端部に取り付けることによりベルトを完成
させる。
【００５７】
　トースター内では、ロールに接触する正弦波形状のリブは、ロールを、類似した材料で
作られたフェースの滑らかなベルトよりも滑りの少ない状態で駆動することが分かる。正
弦波形状のリブ付きベルトとフェースの滑らかなベルトとの有効性における差は、時間の
経過につれて一層明らかになる。というのは、パン焼き工程で生じた揮発物が、ウェブ上
に付着して堆積し続け、ジアズ（giaze）を形成するからである。正弦波形状のリブ付き
ベルトは、最小限の保守で１２週間の使用後であっても有効にロールパンを摺動し続け、
これに対し類似しているがフェースの滑らかなベルトは、使用後約３週間で滑りを生じ始
める。さらに、ベルトの反対側のフェース上の横方向リブは、ワイヤベルトの横方向ワイ
ヤに係合し、フェースの滑らかなベルトで生じる場合のある滑りを無くす。
【００５８】
　実験例４
　生機表面処理剤が施された６ｏｓｙ（０．２ｋｇ／ｍ2）ガラス繊維織物（工業形式番
号７６２８）のサンプルを、水性ＰＴＦＥ分散液の浴を通って繰り返し引き出し、ぬぐい
取り装置に通して過剰のＰＴＦＥ分散液を除去し、２つの区域を有するタワーオーブンに
通すことにより未焼結ＰＴＦＥで被覆する。なお、このタワーオーブンは、第１の帯域内
では、分散液を３００°Ｆ（１４９℃）で乾燥させ、第２の帯域内では、付着したＰＴＦ
Ｅ樹脂を加熱して界面活性剤及び他の添加剤を５９０°Ｆ（３１０℃）で除去し、樹脂層
を圧密化する。作業を何度か繰り返すと、約４０重量％のＰＴＦＥで構成された重量が約
１０ｏｓｙ（約０．３ｋｇ／ｍ2）の耐久性のある未溶融のＰＴＥＦ被覆ガラス織物が得
られる。
【００５９】
　直径が約０．０５０インチ（約１．２７ｍｍ）、比重が１．５４の未溶融低密度ＰＴＦ
Ｅのビードを調製するには、約１８．５重量％の精製ミネラルスピリット（EXXON Isopar
（登録商標）Ｇ）と混合した凝固分散性ＰＴＦＥ樹脂からなるペーストを、直径が０．０
５０インチ（１．２７ｍｍ）の円形ダイスを通して押し出し、押出物を乾燥させてミネラ
ルスピリットを除去する。樹脂は、ＩＣＩ・ＡＤ３１０ＰＴＦＥ分散液からのものであり
、機械的に分散液を凝固させることにより得られる。押出機のバレル温度は約１２５°Ｆ
（５１．６７℃）であり、押出圧力は約１５～１８kpsi（約１．０×１０8～１．２×１
０8Ｐａ）の範囲にあり、押出速度は、毎分１０～１７インチ（２５．４～４３．１８ｃ
ｍ）の範囲で様々である。
【００６０】
　織物及びビードを７０ジュロメータ（ショワＡスケール）のゴムで被覆されたローラ及
び鋼製ローラとの間の室温密封中に引き込む直前に、何本かの低密度押出ＰＴＦＥビード
を相互間隔が１．５インチ（３８．１ｍｍ）の案内を通して未焼結のＰＴＦＥ被覆ガラス
織物の移動表面に供給する。ビードが供給される織物の面は、ゴム被覆ロールに向いてい
る。ニップから出たウェブは、シートの状態に切断され、これらシートは個々にその構造
体のＰＴＦＥ構成要素を焼結させるのに適したオーブン内に配置する。オーブンから取り
出すと、ほぼ半円形の透明なＰＴＦＥリブは、複合材の焼結ＰＴＦＥフェースに十分に付
着していることが判明した。
【００６１】
　この実験例に用いられた材料を用いて熱能力がＰＴＦＥと同程度に高いジョイントを作
るためにＰＴＦＥを熱によって活性化される感圧接着剤として用いる熱溶接法が、本発明
の範囲として含まれる。
【００６２】
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　実験例５
　６ｏｓｙ（０．２ｋｇ／ｍ2）ガラス繊維織物のロールを実験例１を記載した部分の最
初の段落に記載したようにＬＳＲで含浸すると共に被覆する。含浸及び被覆状態のウェブ
が浴から出た後、約０．０１５インチ（約０．３８１ｍｍ）の相互間隔を置いた円筒形の
静止ワイパーバー相互間にウェブを引き込むことにより過剰の配合物を除去するが、この
実験例では、両方のバーは滑らかであり、未硬化ＬＣＲの薄く滑らかなフィルムがバー相
互間の隙間を通過しているときにウェブの両方のフェース上に計量塗布される。
【００６３】
　次に、ウェブは、頂部が１．５インチ（３８．１ｍｍ）間隔に配置されると共にウェブ
の長手方向に垂直な線内に配置された１８～１５ゲージのカニューレから成る２つの同一
アレイ相互間を通り、アレイはそれぞれウェブの各フェースと対向しており、一方のフェ
ース上の各カニューレの頂部が反対側のフェース上の対応関係にあるカニューレの頂部と
正反対に位置するように位置決めされ、反対側の頂部から約０．１５インチ（約３．８１
ｍｍ）又は２つの頂部相互間を通るウェブの平面から０．０７５インチ（１．９０５ｍｍ
）のところに配置されている。カニューレに、空気圧作動弁を通じて約３５０ｐｓｉ（約
２．４１×１０6Ｐａ）の圧力で約９０，０００ｃｐｓ（約９０Ｐａ・ｓ）の粘度のＬＳ
Ｒを供給する。
【００６４】
　カニューレのアレイは、キャリジ上に支持されていて、これらがユニットとしてウェブ
の長手方向又は流れ方向に垂直な横方向経路でユニットとして動くことができるようにな
っている。キャリジに取り付けられたクランク機構により、カニューレのアレイは、往復
動作で前後に移動できる。移動中のウェブがこれらの間を通るときに弁を上記の条件の下
で開くと、互いに１．５インチ（３８．１ｍｍ）の間隔を置いていて、全体としてウェブ
の長手方向に延びる一連の互いに平行な正弦波状のリブが押し出されてウェブに付着し、
それにより実験例２に関する説明の第３段落に記載したパターンと類似したパターンが両
方のフェース上に形成される。
【００６５】
　しかしながら、この実験例では、カニューレに供給を行う弁は、往復動機構に設けられ
たカムにより動作されるスイッチによって自動的に開閉される。これは、キャリジの動作
と弁の動作が同期化されることを意味し、したがって、弁は、キャリジがストロークのう
ち２つの短く多少直線状の部分にあるとき、即ち、クランクアームが動作方向に対してほ
ぼ垂直である場合に開き、キャリジがストロークのうち２つの長い非直線状の部分にある
とき、即ち、クランクアームが動作方向にほぼ平行な場合に閉じる。ウェブの速度及びキ
ャリジの横送り速度は、長さが約０．７５インチ（約１９．０５ｍｍ）の１８個のほぼ直
線状の傾斜したクリートの横方向列で構成される移動ウェブの両方のフェース上に繰り返
しパターンを形成するよう選択される。各横方向列のクリートは全て、その列内の隣接の
クリートに対してほぼ平行であり、これに対し流れ方向においては、一つおきの列中のク
リートは、正の勾配と負の勾配が交互になっている。得られたパターンは、ウェブの中央
の２７インチ（６８．５８ｃｍ）にわたる。
【００６６】
　次に、ウェブをタワーオーブンを通して引き出して硬化させる。完成した材料の重さは
、約１４ｏｓｙ（約０．４７ｋｇ／ｍ2）である。滑らかな領域の厚さは、約０．０１０
インチ（約０．２５４ｍｍ）である。ウェブの両面上の中央領域は、図４に示すように傾
斜したクリートの繰り返しパターンで覆われている。クリートの頂部は、滑らかな領域よ
りも約０．３０インチ（約７．６２ｍｍ）上のところにある。クリートは互いに正反対に
位置しており、したがってウェブの互いに反対側のフェース上の対をなすクリートを通る
厚さは、約０．０７０インチ（約１．７８ｍｍ）である。
【００６７】
　本発明に関連する好ましい態様として、以下のものをあげることができる。
［１］
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　可撓性複合材であって、２つのフェースを備えた補強材と、少なくとも一方のフェース
に被着された被膜と、被覆フェースのうち少なくとも一方に盛り上がった状態で設けられ
た多数のリブとから成ることを特徴とする可撓性複合材。
［２］
　補強材は、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、アラミド、ポリエチレン、ポリオレ
フィン、ポリイミド又はこれらのフィルムで構成されていることを特徴とする上記［１］
記載の可撓性複合材。
［３］
　被膜は、シリコーンゴム、ウレタンゴム又はフルオロプラスチック（例えば、ＰＴＦＥ
）及びフルオロエラストマー又はその配合物を含むフルオロポリマーで構成されているこ
とを特徴とする上記［１］記載の可撓性複合材。
［４］
　リブは、シリコーンゴム、ウレタンゴム又はフルオロプラスチック（例えば、ＰＴＦＥ
）及びフルオロエラストマー又はその配合物を含むフルオロポリマーで構成されているこ
とを特徴とする上記［３］記載の可撓性複合材。
［５］
　被膜及びリブは、互いに異なる材料で構成されていることを特徴とする上記［４］記載
の可撓性複合材。
［６］
　被膜及びリブは、液体シリコーンゴム配合物で構成されていることを特徴とする上記［
４］記載の可撓性複合材。
［７］
　被膜及びリブは、ポリテトラフルオロエチレンで構成されていることを特徴とする上記
［４］記載の可撓性複合材。
［８］
　リブは、低密度ポリテトラフルオロエチレンで構成されていることを特徴とする上記［
４］記載の可撓性複合材。
［９］
　補強材は、ガラス繊維で構成され、リブは、シリコーンゴムで構成されていることを特
徴とする上記［２］記載の可撓性複合材。
［１０］
　リブは、規則的パターン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ランダムなパタ
ーン、周期的なパターン、又はこれらのパターンの組合せで配置されていることを特徴と
する上記［１］記載の可撓性複合材。
［１１］
　リブは、一連の真っ直ぐで互いに平行な波形、ジグザグ形又は正弦波形のリブ又はこれ
らの組合せから成るパターンを形成していることを特徴とする上記［１］記載の可撓性複
合材。
［１２］
　食品を接触型トースター内の加熱域中を移動させるコンベヤベルトであって、２つのフ
ェースを備えた補強材と、少なくとも一方のフェースに被着された被膜と、被覆フェース
のうち少なくとも一方に盛り上がった状態で設けられた多数のリブとから成ることを特徴
とするコンベヤベルト。
［１３］
　補強材は、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、アラミド、ポリエチレン、ポリオレ
フィン、ポリイミド又はこれらのフィルムで構成されていることを特徴とする上記［１２
］記載のコンベヤベルト。
［１４］
　被膜は、シリコーンゴム、ウレタンゴム又はフルオロプラスチック（例えば、ＰＴＦＥ
）及びフルオロエラストマー又はその配合物を含むフルオロポリマーで構成されているこ
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とを特徴とする上記［１２］記載のコンベヤベルト。
［１５］
　リブは、シリコーンゴム、ウレタンゴム又はフルオロプラスチック（例えば、ＰＴＦＥ
）及びフルオロエラストマー又はその配合物を含むフルオロポリマーで構成されているこ
とを特徴とする上記［１４］記載のコンベヤベルト。
［１６］
　被膜及びリブは、互いに異なる材料で構成されていることを特徴とする上記［１５］記
載のコンベヤベルト。
［１７］
　被膜及びリブは、液体シリコーンゴム配合物で構成されていることを特徴とする上記［
１５］記載のコンベヤベルト。
［１８］
　被膜及びリブは、ポリテトラフルオロエチレンで構成されていることを特徴とする上記
［１５］記載のコンベヤベルト。
［１９］
　リブは、低密度ポリテトラフルオロエチレンで構成されていることを特徴とする上記［
１５］記載のコンベヤベルト。
［２０］
　補強材は、ガラス繊維で構成され、リブは、シリコーンゴムで構成されていることを特
徴とする上記［１３］記載のコンベヤベルト。
［２１］
　リブは、規則的パターン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ランダムなパタ
ーン、周期的なパターン、又はこれらのパターンの組合せで配置されていることを特徴と
する上記［１２］記載のコンベヤベルト。
［２２］
　リブは、一連の真っ直ぐで互いに平行な波形、ジグザグ形又は正弦波形のリブ又はこれ
らの組合せから成るパターンを形成していることを特徴とする上記［１２］記載のコンベ
ヤベルト。
［２３］
　リブの長手方向は、コンベヤベルトの長手方向に対して垂直であることを特徴とする上
記［１２］記載のコンベヤベルト。
［２４］
　コンベヤベルトは、２つの被覆されたフェースを有し、各フェースは、その表面に盛り
上がった状態で設けられたリブを有し、一方のフェースのリブは、真っ直ぐであって互い
に平行であり、リブの長手方向は、コンベヤベルトの長手方向に対して垂直であり、他方
のフェースのリブは、正弦波形パターンの繰り返し状態で配置されていることを特徴とす
る上記［１２］記載のコンベヤベルト。
［２５］
　可撓性複合材の製造方法であって、（ａ）２つのフェースを有する織物状ガラス繊維補
強材を液体シリコーンゴムで含浸すると共に被覆してウェブを形成する工程と、（ｂ）溝
付きワイパーにより過剰の液体シリコーンゴムを除去すると共に形成する工程とを有し、
溝付きワイパーは、ウェブがワイパーを通り過ぎるときに規則的なパターン、繰り返しパ
ターン、自然にできるパターン、ランダムなパターン、又は周期的なパターンの多数のリ
ブを生じさせるよう位置決めされており、更に（ｃ）ウェブをオーブンに通して液体シリ
コーンゴムを硬化させ又は加硫する工程を有することを特徴とする方法。
［２６］
　リブは、一連の真っ直ぐで互いに平行な波形、ジグザグ形又は正弦波形のリブ又はこれ
らの組合せから成るパターンを形成していることを特徴とする上記［２５］記載の方法。
［２７］
　可撓性複合材の製造方法であって、（ａ）２つのフェースを有する補強材を、フルオロ
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ーで被覆してウェブを形成する工程と、（ｂ）多数のビード流をウェブの少なくとも一方
のフェースに送って規則的なパターン、繰り返しパターン、自然にできるパターン、ラン
ダムなパターン、又は周期的なパターンの多数のリブを生じさせる工程とを有し、ビード
は、未溶融のポリテトラフルオロエチレン又はシリカで構成され、更に（ｃ）圧力をビー
ドに及ぼして補強材に押しつける工程と、（ｄ）圧力を除く工程と、（ｅ）ウェブを加熱
してビードを焼結して被覆状態の補強材に結合又は接合する工程とを有することを特徴と
する方法。
［２８］
　リブは、一連の真っ直ぐで互いに平行な波形、ジグザグ形又は正弦波形のリブ又はこれ
らの組合せから成るパターンを形成することを特徴とする上記［２７］記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の複合材を製造する際に用いられる計量ぬぐい取り装置の端面図である。
【図２】間隔を置いた正弦波（波形）リブパターンを有する本発明の複合材の平面図であ
ると共にこのパターンを製造する際に用いられる切欠き付きワイパーブレードの側面図で
ある。
【図３】本発明の可撓性複合材コンベヤを用いた代表的な食品調理装置の側面図である。
【図４】料理用ベルトとして用いられる本発明の実施形態の平面図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　ガラス繊維のウェブ
　２　液体シリコーンゴムのリザーバ
　４，５　ワイパーバー
　８　ワイパーブレード
　１０　切欠き
　１１　ウェブ
　１３　波形リブ
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